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地球表面の７割にも及ぶ青い海は、多くの命を育み、私たちに豊かな心を与えてくれる貴重な財産です。海は汚

れを自分で浄化する偉大な力を持っていますが、その力には限りがあり、一度汚れた海を元どおりの青い海にする

ことは容易ではありません。今日、国の内外を問わず環境に対する関心が高まり、国や地方公共団体、民間ボラン

ティア団体が一体となり海洋環境保全のための様々な取り組みが行われています。

しかし、我が国周辺海域における油や有害液体物質の海上への排出、廃船等廃棄物の不法投棄等による海洋汚染

は、依然として後を絶たない状況にあります。海上保安庁では、海洋環境の保全のため「未来に残そう青い海」を

スローガンに掲げ、巡視船艇や航空機により我が国周辺海域における油、有害液体物質及び廃棄物等による海洋汚

染の監視取締りを実施するとともに、海上保安協力員等の民間ボランティア、一般市民の方々による緊急通報用電

話番号「118番」等への通報を基に調査・確認・取締りを行うことにより、海洋汚染の実態を把握し、海洋汚染の

未然防止に努めています。

また、海事・漁業関係者等を対象とした油や有害液体物質等の排出防止、廃棄物や廃船等の不法投棄防止のため

の講習会の開催や、海洋環境保全思想の普及を図るため、子供達を含む一般市民を対象とした海洋環境保全教室等

を実施しています。この成果は、毎年「海洋汚染の現状」として広報すると共に、海上保安庁ホームページ

（http://www.kaiho.mlit.go.jp）にも掲載してい

ます。平成 20年における海洋汚染の現状と防

止対策は次のとおりです。

Ⅰ　海洋汚染の発生確認件数

海上保安庁が平成 20 年に我が国周辺海域に

おいて確認した海洋汚染の発生確認件数は、

555件で前年（477件）に比べ78件増加してお

り、依然として後を絶たない状況です。（図１

参照）

1 油による汚染

海洋汚染の発生件数のうち油による汚染の発

生確認件数は 373件で、前年（302件）と比べ

て71件増加しました。

物質別でも油によるものが一番多く、全体の

67％を占めています。これを海域別に見てみる
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図1 海洋汚染の発生確認件数の推移
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図3 海域別の海洋汚染発生確認件数

図2 海域区分図



と瀬戸内海が63件（前年も62件で瀬戸内海が最多）と最も

多く、次いで北海道沿岸が55件（前年は55件で東京湾）と

なっています。（図２、３参照）

また、油による汚染を原因別に見てみると、取扱不注意

によるものが150件（前年137件）と最も多く、全体の約半

分を占めています。

次いで海難によるものが47件（前年 39件）、故意による

ものが45件（前年27件）と続きます。（図４参照）

2 赤潮＊・青潮＊

海洋汚染の発生確認件数のうち、赤潮の発生確認件数は

29件で前年（46件）と比べて17件減少しました。この件数

は、海洋汚染の発生確認件数全体の約５％を占めています。

海域別に見ると赤潮の発生件数が最も多いのは東京湾で、

12件確認されています。

また、青潮の発生確認件数は２件で前年（４件）と比べ

て２件減少しています。

青潮は全て東京湾で確認されています。

3 油、赤潮・青潮以外のものによる汚染

油、赤潮・青潮以外のものによる汚染の発生確認件数は、

151件で前年（125件）と比べて26件増加しています。汚染

物質別の件数を見ると、廃棄物によるものが 126 件（前年

97件）と最も多く、その他に有害液体物質、工場排水、そ

の他（一般廃棄物、廃船等）等による汚染が確認されてい

ます。

排出源別に見ると、陸上からのものが118件（前年82件）

で全体の79％を占め、船舶からのものが18件（前年35件）

で全体の12％を占めています。原因別に見ると、故意によ

るものが 133件で前年（104件）に比べ 29件増加し、全体

の約90％を占めています。
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＊ 赤潮…海水中のプランクトンの異常増殖によって海水が変色する現象です。赤潮は海水や湖沼が富栄養化し、水温や光量などの条
件が整うと発生します。魚介類の大量死を引き起こすことがあります。
＊ 青潮…海水中の溶存酸素が少なく硫化イオンの多い層が浮上することで海面の色が乳青色や乳白色に見える現象です。こうした層
は海底付近で過剰な有機物がバクテリアに分解されることによってできます。その水塊には溶存酸素が少ないため魚介類の大量死を
引き起こすことがあります。

図4 油による汚染
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Ⅱ　海洋汚染の防止対策

1 海洋環境保全指導・啓発活動

海洋汚染の発生原因は、人為的要因によるものが多

数を占めているため、海洋汚染を防止するためには、

国民一人一人の海洋環境の保全に関する意識の高揚が

必要不可欠です。このため、海上保安庁では、一般市

民や海事・漁業関係者が海洋環境保全の大切さを認識

し、海洋環境の保全活動を推進していくことを目的と

して、海洋環境保全講習会等の海洋環境保全指導・啓

発活動を実施しています。特に「環境の日」（６月５

日）を含む、毎年６月を海洋環境保全推進月間とし、

海事・漁業関係者を対象として海洋環境保全講習会や

訪船指導、訪問指導等を全国で集中的に実施していま

す。

また、子供たちを含む一般市民を対象として海洋環

境保全思想の普及、啓発を目的とした海洋環境保全教

室、海洋環境紙芝居等も実施しています。

平成 20年における主な活動の実施状況は次のとお

りです。

海洋環境保全講習会　　　128回（ 5,034名）

海洋環境保全教室　　　　363回（26,047名）

訪船指導　　　　　　　　443回

訪問指導　　　　　　　　268回

これらの活動のほか、今年で第 10 回目を数える、

子供達に綺麗な海を守ることの大切さを理解してもらうための「未来に残そう青い海・図画コンクール」の実施、

各種イベントの開催、海洋環境保全コーナーの設置等、広く一般市民を対象とした啓発活動も行っています。

2 海洋環境保全のための監視取締り

海上保安庁では、海洋汚染を防止し、美しい海を守るために、巡視船艇、航空機により、我が国周辺の広大な海

域において発生する海洋汚染の監視取締りを行っています。

海上保安庁が平成20年に送致した海上環境関係法令違反件数は、639件でした。

送致件数の内訳は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」（以下「海防法」という。）違反が384件で

違反件数全体の60％と大半を占め、そのうち船舶から油の不法排出が最も多く195件でした。

3 外国船舶による海洋汚染の防止対策

海上保安庁が平成20年に、我が国周辺海域において確認した海洋汚染発生確認件数555件のうち、外国船舶に

よる海洋汚染の発生件数は45件（前年40件）でした。外国船舶による海洋汚染のほとんどが油によるものでした。

また、船舶に起因する海洋汚染発生確認件数283件（前年243件）のうち、外国船舶の占める割合は約16％（前

年約16％）でした。

これを海域別にみると、我が国領海内で発生した汚染は33件（前年33件）、領海外（排他的経済水域又は公海）

で発生した汚染は12件（前年５件）となっています。

外国船舶からの油による海洋汚染の原因としては、燃料油取扱中及びビルジ処理作業中の初歩的なミスによるも

のが多くを占めています。



このため訪船指導や立入検査の際には、積極的に外

国船舶の乗組員に対し、関係法令の周知・徹底、海洋

汚染の未然防止のための具体的な対策を講じるよう指

導を行っています。

（図５参照）

4 今後の取り組み

環境保全の意識が高まる中、依然として処理費用の軽減や設備不良による船舶からの油等の不法排出や臨海工場

からの汚水の不法排出は後を絶たず、その形態も、夜間航行中の船舶からの排出・投棄など、潜在化、悪質巧妙化

が進む傾向にあります。このため、引き続き関係機関、防犯団体、ボランティア団体や地域住民等と連携を深めて

いくとともに緊急通報用電話番号「118番」を活用したきめ細かい情報収集体制の構築を行うほか、巡視船艇・航

空機を有効活用し、海陸空一体となった海洋汚染の取締りに努めていきます。
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図5 外国船舶による海洋汚染発生確認件数
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Ⅲ　主な油排出事例

1 燃料搭載中の燃料ポンプ操作ミスによる油流出事案

平成20年５月M港内において、着岸中の漁船が燃料搭載

を行なった際、燃料ポンプの操作ミスにより燃料油の一部

を海上に流出させました。

流出した油は、港外にまで広がり漁協関係者などによる

油吸着材による流出油の回収及び巡視船艇による航走攪拌

により発生から約14時間後に消滅しました。

2 衝突事故による油流出事案

平成20年５月O港沖合いにおいて、油タンカーM丸とセ

メント運搬船S丸が衝突し、M丸の積荷である軽油が流出

しました。通報を受けた海上保安庁は、直ちに巡視船艇、

航空機、機動防除隊を出動させ、両船の救助に当たるとと

もに、M号の周囲にオイルフェンス展張指導を行い、引き

続く油汚染の防除に努めました。

3 ガス溶接作業中の爆発事故に伴う油流出事案

平成 20年 11 月 T埠頭において着岸中の台船が、ガス溶

接作業中に爆発し、搭載されていた油の一部が海上に流出

しました。通報を受けた海上保安庁は、消防艇や航空機等

を出動させ、放水等により火災の鎮火作業に当たるととも

に流出油の防除作業を実施しました。

発生から約４時間後に鎮火、流出油の消滅を確認しまし

た。

Ⅳ　おわりに

海上保安庁では、「未来に残そう青い海」をスローガンに

掲げ、

○　国民の海洋環境保全意識の高揚を図り、海洋汚染

を未然に防止することを目的とした「指導・啓発活動」

○　各法令違反を摘発し、原状回復を図る「監視取締り」

○　海洋汚染の現状を把握し、海洋汚染防止対策を講じること及び国民の皆様方に提供・周知することを目的

とした「海洋汚染発生状況調査」

○　ボランティア（海上保安協力員等）との協働による「海洋環境保全推進活動」

という手法を組み合わせて用いることにより、海洋環境保全対策に取り組んでいます。

海洋汚染を防止するため、その対象を一般の方々にまで広げ、海洋環境保全講習会、海洋環境保全教室、啓発用

資料（パンフレット、リーフレット）の配付等の様々な活動を、ボランティアの方々と共に積極的に展開しており

ますが、海洋環境保全のためには、皆様のご理解とご協力が必要不可欠であることはいうまでもありません。

今後とも、海上保安庁が開催する各種イベントや講習会等に参加して頂くとともに、油の流出や廃棄物の不法投

棄をはじめとする海洋汚染を発見した際の「118番」通報にご協力よろしくお願いします。


